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RCM 事務局より

 今月号では「防災あれば憂いなし」として【川の防災情報】についてご紹介させていただきました。国土交通省では災害に対応する様々な取

り組みを行っています。災害時に、皆さまに自分の身の安全を守る行動を取っていただくための情報発信もその一つです。今月号から５回に

分けて情報発信の取り組みについてご紹介させていただきますので、ご活用ください。 RCM 事務局 松本

 京浜河川事務所では、RCMの皆様の活動内容の発表や情
報交換、RCM相互間の交流等を目的として、毎年２回担当す
る河川ごとの分科会を開催しています。
 平成３０年度第１回の分科会は８月～10 月にかけて下記の
日程と会場で実施し、名の RCMの方から資料を使用して発
表いただきました。
 皆さんお忙しいところご参加いただき、また活発なご発言あ
りがとうございました。第２回分科会へのご参加もよろしくお
願いします。

【分科会で出された意見等の一部と当方の返答です】
※一部内容を省略させていただいています。ご了承ください。 

○西湘海岸については何を管理しているのか。
→砂浜が浸食されている。浸食を防止するための海岸

保全事業を行っています。

○多摩川改修百年で３月頃にイベントがある説明があった
が、日時はもう決まっているのか。 
→３月２日に会場は川崎市エポック中原を予定しています。

○今年の洪水で中州が２割ぐらい大きくなった箇所がある。
毎年洪水の度に大きくなっている。 
相当昔の話ではあるが、東京側や川崎側に数軒ボート
屋があった。今は水量が減り、ボートを漕ぐどころではな
く歩いて渡れるぐらいになってしまった。船が通れるぐら
いの航路は確保できないのか。このままでは魚の棲むと
ころがなく心配である。 

→定期的に測量を実施しており、土砂の堆積状況は確認し
ている。治水上危険を及ぼすような状況であれば、当然
掘削等で撤去を行いますが、船舶等の利用面だけでは、
なかなか予算の確保が難しい状況です。 

 今回の分科会では、担当出張所の工事等の報
告に加え、京浜河川事務所から河川ごとに情報
提供をさせていただきました。 
○多摩川・浅川 
 ・「多摩川改修１００年プロジェクトについて」 
 ・「多摩川の治水対策等」 
 ・「平成３０年７月豪雨について」 
○鶴見川 
 ・「鶴見川防災情報連続講座 報告」 
 ・「鶴見川探検バスツアー 報告」 
○相模川 
 ・「河川整備方針・河川整備計画について」 
 ・「相模川水系 相模川・中津川河川整備計画」 
○共通 
 ・「平成３０年度事業概要」 
 ・「水防訓練等防災情報」
 ・「京浜河川事務所の河川管理」 


